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韓境保全配慮 予測結果 評価 結果 衆境保全措置 事 後調査及び環境監視
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飛 行場の存在に より伐採 がなされ、一新たな林綾部が生 じ
る場 所は事業実施区域南東の ター ミナル側樹林地 と、事業
実 施 区域北西 に位置 す る農 道付 け替 え部周 辺樹林地 であ
る。影響の範囲は、 これ らの樹林地の うち林綾部か ら林内

へ 100皿毎度の範囲 と考 えられ る。
微 気象の変化の影響範囲 内 と考 えられ る場所 において生

育 を確認 した重要な種 は8種 であ り、 これ らの うち、風衝
地 に生育す る種 （ガ ランピネ ムチヤ）や、石灰岩の岩上に
生 育す る種 （ヒレザ ンシ ョウ、ハ リツル マサキ）、耕 作地
に生 育す る種（イヌ コウジュ）、草地に生育す る種 （ヤ リテ
ンツキ ）は、生育環 境の変化 は極めて小 さい もの と考え ら

・れ るが、主に林内に生育す る種 （カ ワリバアマ クサシダ、
ヒジハ リノキ、ア コウネ ッタイ ラン）については、生育凍
境 が変化 し、生育状況が変化す るおそれが あるもの と予測
され る。

なお、A 洞窟及び D 洞窟周辺 の樹林地は現状のまま保存
され る ことか ら、微気象 の変化 はない もの と考 えられる。

◎韓境影響 の回避 ・低減の検討
農道付 け替 え部付近及び ター ミナル側 に残存す る樹林地 について は、環境保 全措置を

溝ず るこ とに より、微気象の変化 が林 内まで及ぶ こ とはな くな るもの と考 え られ ること
か ら、重 要な種の生育状況 に及ぼす環境 影響 は、事業者 に より実行可能 な範 囲内でで き
る限 り回避 され、又は低減 され てお り、環境 の保全 につ いての配慮 が適 正にな されてい
る と評価 した。

◎ 国文 は地方 公共団体に よる凍境保全 の基準又 は目壕 との整 合性に係 る評価
沖縄県環 境基本計画の中の 「事業別 環境配慮指針J として ．「飛行坊 の設置又は変更 の

事業 J にお いて、 rそ の他 、当該事業 の実施 に当た り、周 辺乗境 への影響 につ いて把握
し、乗境 への影響を最小限 にとどめるよ う十分配慮す る」 と記載 され てお り、 これ を環

境保全 の基準 又は 目榛 とする。
林綾部 の植生の早期回復な どの環境 保全措置 を誇ず るこ とに よ り、重 要な種の生育状

況 に及 ぼす 影響は、最小限 にとどめる よう十分配慮 され てい ると考 え られる ことか ら、
環境保全 の基準又は 目標 と甲整合 は図 られて いるもの と評 価 した。

■現況の林 内が土地 改変 に伴

い林綾部 となるこ とによ り、
農道付 け替 え部 のカワ リバア

マ クサ シダ、アコウネ ッタイ
ラン、 ター ミナル 周辺のカワ
リバアマ クサ シダ、 ヒジハ リ
ノキの生育環境 が変化す るお
それが ある と予測 されるこ と
か ら、伐採 に伴 い新 たな林 縁
部 が生 じる樹 林 地 につ い て
は、林綾部 の植 生 （マン ト・
ソデ群落） の早期 回復に努 め
るとともに、植栽 には可能 な
限 り現地 の植物 を用いる。

環 境 保全 措 置ゐ 効
具 に係 る知 見 が不 十
分 で あ るこ とか ら、
以 下 に示す 事 後調 査
を行 う。

○調査項 目

・植栽 した株 の活 着状
況

○調査地点

・植裁箇所
○調査時期等

・エ事直前 か ら3 年程
度

・植裁後 1 年間は月 1
回程度 とし、その後
状 況 に応 じて 見 直
し、最低 年に 2 回

○調査方法

・植裁 した株 の活着状
況 を調査 し、必要 に
応 じて生育環境の改
善 を行 う


